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今月のお知らせ

お問い合わせ先一覧

Monthly Information

●町役場

　 TEL096-234-1111（代表）
●町教育委員会

 （町生涯学習センター）

　 TEL096-234-2447（代表）
●町総合保健福祉センター

　 TEL096-235-8711
●町水道管理センター

　 TEL096-234-0755
●町民センター

　 TEL096-234-2459
●町学校給食センター

　 TEL096-234-0255
●町老人憩いの家

 （㈳甲佐町社会福祉協議会）

　 TEL096-234-0423
●御船町甲佐町衛生施設組合

 （クリーンセンター）

　 TEL096-282-0688
●上益城消防署

　 TEL096-282-1955
●御船警察署

　 TEL096-282-1110
●上益城広域連合

　 TEL096-237-2891
●県上益城地域振興局

　 TEL096-282-2111（代表）
●県御船保健所

　 TEL096-282-0016
●県庁

　 TEL096-383-1111（代表）

町からのお知らせについ

ては、詳しくは町公式サ

イトをご覧ください。

URL https://www.town.kosa.

　　kumamoto.jp/

　
「
被
災
者
生
活
再
建
支
援
金

（
加
算
支
援
金
）」
の
申
請
期
限
が

1
年
間
延
長
と
な
り
、
２
０
２
０

年
5
月
13
日
ま
で
と
な
り
ま
し
た
。

▼
延
長
後
の
申
請
期
限

・
基
礎
支
援
金

　

２
０
１
９
年
5
月
13
日
（
月
）

（
基
礎
支
援
金
の
期
限
延
長
は

あ
り
ま
せ
ん
）

・
加
算
支
援
金

　

２
０
２
０
年
5
月
13
日
（
水
）

▼
支
援
金
の
支
給
額

　

支
援
金
の
支
給
額
は
、
2
つ
の

支
援
金
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

①
住
宅
の
被
害
程
度
に
応
じ
て
支

　

給
す
る
支
援
金（
基
礎
支
援
金
）

②
住
宅
の
再
建
方
法
に
応
じ
て
支

　

給
す
る
支
援
金（
加
算
支
援
金
）

▼
対
象
世
帯

①
住
宅
が
「
全
壊
」
ま
た
は
「
大

　

規
模
半
壊
」
の
被
害
を
受
け
た

　

世
帯

②
住
宅
が
「
半
壊
」
ま
た
は
「
大

　

規
模
半
壊
」
の
り
災
証
明
を
受

　

け
、
あ
る
い
は
住
宅
の
敷
地
に

　

被
害
が
生
じ
る
な
ど
し
て
、
そ

　

の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
非
常
に

　

危
険
で
あ
り
、
修
理
す
る
に
は

　

あ
ま
り
に
も
高
い
経
費
が
掛
か

　

る
た
め
、
こ
れ
ら
の
住
宅
を
解

　

体
し
た
世
帯
（「
解
体
世
帯
」

　

と
し
て
「
全
壊
世
帯
」
と
同
等

　

の
支
援
が
受
け
ら
れ
ま
す
）

※
震
災
発
生
時
点
で
被
災
し
た
住

　

宅
に
現
に
居
住
し
て
い
た
方
が

　

支
援
金
制
度
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
福
祉
課

TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
１
４

　
（
内
線
１
４
４
）

　

町
で
は
、
経
済
的
な
理
由
に
よ

り
小
・
中
学
校
に
就
学
が
困
難
と

認
め
ら
れ
る
児
童
生
徒
の
保
護
者

に
対
し
、
就
学
に
必
要
な
費
用

（
学
用
品
費
・
給
食
費
・
修
学
旅

行
費
な
ど
）
を
援
助
す
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　

震
災
の
影
響
に
よ
り
就
学
援
助

費
を
必
要
と
さ
れ
る
方
は
、
町
教

育
委
員
会
ま
で
個
別
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

▼
対
象

　

町
内
に
住
所
を
有
し
、
甲
佐
町

立
の
小
・
中
学
校
に
在
学
し
て
い

る
児
童
生
徒
の
保
護
者

▼
申
請
方
法

　

各
学
校
お
よ
び
町
公
式
サ
イ
ト

内
に
申
請
書
が
あ
り
ま
す
の
で
、

申
請
書
と
必
要
な
書
類
を
添
え
て
、

通
学
す
る
学
校
が
指
定
す
る
日
ま

で
に
学
校
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
の
時
期
は
、
例
年
、
３
〜

４
月
ご
ろ
で
す
。
年
度
途
中
で
の

申
請
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
が
、

年
度
途
中
の
申
請
の
場
合
、
申
請

の
あ
っ
た
月
か
ら
の
支
給
と
な
り

ま
す
。
な
お
、
現
在
援
助
を
受
け

ら
れ
て
い
る
方
も
、
毎
年
度
の
申

請
と
な
り
ま
す
の
で
、
改
め
て
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
者
は
、
す
べ
て
世
帯
全
体

　

の
所
得
審
査
を
行
い
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
０
１
０
２

　
（
内
線
３
１
３
）

　

町
内
の
宅
地
復
旧
に
か
か
る
熊

本
地
震
復
興
基
金
事
業
に
よ
る
支

援
事
業
に
つ
い
て
、
２
０
２
１
年

度
ま
で
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　

復
旧
予
定
箇
所
を
把
握
す
る
た

め
、
こ
れ
か
ら
同
事
業
に
よ
る
宅

地
復
旧
を
考
え
て
い
る
人
は
、

２
０
２
０
年
３
月
31
日
（
火
）
ま

で
に
事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

事
前
申
し
込
み
を
し
て
い
な
い
と

補
助
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
期
限
ま
で
に

事
前
申
し
込
み
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

　

す
で
に
申
請
書
を
提
出
し
て
い

る
人
は
事
前
申
し
込
み
の
必
要
は

ｉ
お
知
ら
せ

加
算
支
援
金
の
申
請
期
限
が

１
年
間
延
長
さ
れ
ま
し
た

小
・
中

学

校

就

学

援
助
制
度
に
つ
い
て

被
災
宅
地
復
旧
支
援
事
業
に
よ
る

復
旧
の
申
請
は
今
年
度
末
ま
で

日 曜 当 番 医

TEL

TEL

TEL

TEL

doctor

町税などの滞納処分（２月分）
tax
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Monthly Information

あ
り
ま
せ
ん
が
、
相
談
の
み
行
っ

た
人
は
必
要
と
な
り
ま
す
。

▼
事
業
の
対
象
と
な
る
工
事

・
法
面
の
復
旧
工
事

・
擁
壁
（
土
留
め
）
の
撤
去
復
旧

　

工
事
お
よ
び
修
復
工
事

・
地
盤
の
復
旧
工
事
（
陥
没
へ
の

　

対
応
）

・
住
宅
基
礎
の
傾
斜
修
復
工
事

※
地
震
後
に
購
入
し
た
宅
地
、
地

　

震
発
生
時
に
人
が
住
め
る
家
屋

　

が
な
か
っ
た
宅
地
は
対
象
外
で

　

す
。

▼
補
助
額

　

対
象
工
事
費
か
ら
50
万
円
を
控

除
し
た
額
に
３
分
の
２
を
乗
じ
た

額※
対
象
工
事
費
が
１
，
０
０
０
万

　

円
以
上
の
場
合
、
６
６
３
万
３
，

　

０
０
０
円
を
限
度
と
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
期
限

　

２
０
２
０
年
３
月
31
日
（
火
）

▼
申
し
込
み
受
付
時
間

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時　

　
（
土
・
日
曜
日
お
よ
び
祝
日
を

　

除
く
）

▼
申
し
込
み
に
必
要
な
も
の

・
甲
佐
町
宅
地
復
旧
補
助
金
交
付

　

事
前
届
出
書

・
宅
地
の
見
取
図
（
宅
地
の
被
災

　

箇
所
を
示
し
た
も
の
）

・
宅
地
被
害
等
の
被
災
状
況
を
確

　

認
で
き
る
資
料
（
写
真
な
ど
）

・
申
請
箇
所
が
住
宅
の
用
に
供
さ

　

れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

　

資
料
（
平
成
28
年
度
分
の
固
定

　

資
産
税
課
税
明
細
書
な
ど
）

・
印
か
ん

※
５
０
０
万
円
以
上
の
工
事
に
は

　

建
設
業
の
許
可
が
必
要
で
す
。

▼
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
建
設
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
８
３

　
（
内
線
１
６
２
）

　

県
内
の
バ
ス
の
運
行
状
況
が
、

ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
場
所
・

時
間
を
問
わ
ず
確
認
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
（
高
速
バ
ス
や
一

部
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
除
く
）。

　

ネ
ッ
ト
環
境
が
あ
れ
ば
ど
な
た
で

も
簡
単
に
ご
利
用
で
き
ま
す
。
詳
し

く
は
「
バ
ス
き
た
く
ま
さ
ん
」
で
検

索
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

・
産
交
バ
ス

　
TEL
０
９
６
‐
３
２
５
‐
０
１
０
０

・
電
鉄
バ
ス

　
TEL
０
９
６
‐
２
４
２
‐
４
３
０
０

・
熊
本
バ
ス

　
TEL
０
９
６
‐
３
７
８
‐
３
４
４
７

・
都
市
バ
ス

　
TEL
０
９
６
‐
３
１
２
‐
５
０
７
７

事件・ 事 故 件 数

２月28日現在

traffic safety

出 動 火 災 件 数

３月15日現在（カッコ内は前年比較）

fire prevention

岩下町は、天正 11（1583）年

に現美里町の岩下集落から、伝

右え門という人が移住したことを

きっかけに、多くの人が岩下集落

や西東寒野集落・上下豊内集落・

上揚集落などから移住して起こっ

たとされている。元和元（1615）

年には恵比寿神社が創建され、天

和元（1681）年には戸数は 60と

なった。

寛文 (1661～ 1673) 年間に道路

が整備され街並みも整えられて、

岩下町と称することが許されて商

業の町として発展を続けていく。

初市の始まりとされる９(く )の市

が始まっている。

正徳 5(1715) 年に渡辺酒造が、

天保 14(1843) 年に甲斐酒造が起

業されて、商業の町に加え、製造

業も盛んになってきている。

明治 11(1878) 年は西南戦争が

終わった直後であるが、岩下町の

人口や職業別の統計があるので、

それを掲げる。

この統計データで読み取れるの

は人口の増加と共に、色々な職種

の仕事が展開されてきたこと、旅

籠屋（はたごや）が 14 軒と多い

のに驚く。（つづく）

甲佐町の文化財探訪　～第６７回～

古きを訪ねて甲佐町を知る

■お問い合わせ先　町教育委員会社会教育課　

　 TEL 096-234-2447（内線 322）　

「岩下商店街の発展を見守った恵比寿さん　その２」 清村 一男 元町文化財保護委員（下豊内区）

environmental preservation

クリーンセンターへのごみ搬入量（２月分）

※単位・㌔ 

明治11（1878）年の職業別統計

戸数 人口 人力車 荷車

166 戸 786 人 ３輌 ８輌

馬 造酒職 質屋 染物織

１頭 ２軒 ３軒 １軒

水車職 鍛冶職 紙漉織 絞油職

１軒 ５軒 １軒 １軒

旅籠屋 穀物屋 造酢職 農業

14軒 １軒 １軒 ０軒

バ
ス
の
位
置
を
ス
マ
ホ
で
確
認

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
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Monthly Information

　

４
月
７
日
（
日
）
は
、
県
議
会

議
員
一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す
。

▼
投
票
日
・
投
票
時
間

　

４
月
７
日
（
日
）

　

午
前
７
時
〜
午
後
６
時

▼
投
票
で
き
る
人

　

平
成
13
年
４
月
８
日
以
前
に
生

ま
れ
、
引
き
続
き
３
か
月
以
上
町

に
居
住
し
て
い
る
人

▼
期
日
前
投
票
に
つ
い
て

・
投
票
日
・
投
票
時
間

　

３
月
30
日
（
土
）
〜
４
月
６
日

（
土
）
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
８
時

※
土
・
日
曜
日
も
投
票
で
き
ま
す
。

・
投
票
場
所

　

町
役
場
２
階
談
話
コ
ー
ナ
ー

　

町
内
に
長
期
不
在
の
た
め
期
日

前
投
票
が
で
き
な
い
人
は
、
不
在

者
投
票
も
で
き
ま
す
。

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
選
挙
管
理
委
員
会（
総
務
課
内
）

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
４
‐
１
１
４
０

　
（
内
線
２
２
２
）

　

４
月
27
日
（
土
）
か
ら
５
月
６

日
（
月
・
祝
）
ま
で
の
10
連
休
中

は
休
診
す
る
病
院
・
診
療
所
な
ど

が
多
い
た
め
、
医
師
会
な
ど
関
係

団
体
の
協
力
を
得
て
、
10
連
休
中

に
お
け
る
病
院
・
診
療
所
な
ど
の

対
応
状
況
を
公
表
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

▼
県
公
表
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
URLhttp://www.pref.kumamoto.jp/kiji_26429.html

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
TEL
０
９
６
‐
２
３
5
‐
８
７
１
１

　

住
宅
火
災
警
報
器
の
設
置
状
況

甲佐町総合型地域スポーツクラブ

「I・YOUスポーツクラブ」

  ●スポンジテニス＆

　　　　　　　バドミントン

　　

●少年柔道

●卓球

●サッカー教室

●女子サッカー教室

●ジュニアバスケット教室

　

●ノルディックウォーキング

　教室

  

●トランポリン教室

　

■お問い合わせ先

TEL

５月検針分から水道料金を改定します
Information

お問い合わせ先　町水道管理センター（町環境衛生課）　 TEL096-234-0755

４
月
７
日
（
日
）
は

県
議
会
議
員
一
般
選
挙
投
票
日

　甲佐町水道事業では、５月検針分から水道料金を改定します。平均改定率
は約10㌫増で、30 年ぶりの大きな料金改定となります。

■基本料金の改定
　基本料金を用途別から口径別に変更し、基本水量を10立方㍍から８立方㍍
へ変更します。

ｉ
お
知
ら
せ

■超過料金の改定
　超過料金を１立方㍍あたり139円（税込額）から145.8円（税込額）へ変更
（値上げ）します。

■料金の計算方法
　（①基本料金＋②超過料金）× 1.08（消費税率）　※１円未満切捨て

　①基本料金：基本水量８立方㍍までの料金
　②超過料金：使用水量から基本水量（８立方㍍）を引き135円をかけた額

口径
基本料金（１カ月につき）

※ （　）内は税込み

13ｍｍ 1,200円（1,296円）

20ｍｍ 1,400円（1,512円）

25ｍｍ 1,800円（1,944円）

30ｍｍ 2,400円（2,592円）

40ｍｍ 3,600円（3,888円）

50ｍｍ 6,000円（6,480円）

75ｍｍ 12,000円（12,960円）

用途
基本料金（１カ月につき）

水量
料金

（税込み）

一般用
使用水量

10立方㍍まで
1,296円

営業用
使用水量

20立方㍍まで
2,623円

浴場
営業用

使用水量
200立方㍍まで

26,229円

団体用
使用水量

20立方㍍まで
2,623円

■改定後料金 ■改定前料金

改
定

10
連
休
に
お
け
る
医
療
機
関
な

ど
の
対
応
状
況
に
つ
い
て

住
宅
火
災
警
報
器
の
設
置
状
況

な
ど
の
調
査
を
実
施
し
ま
す
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Monthly Information

な
ど
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、

次
の
と
お
り
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

▼
調
査
内
容

　

町
内
の
住
宅
に
お
け
る
住
宅
火

災
警
報
器
の
設
置
状
況
お
よ
び
維

持
管
理
状
況
な
ど

▼
調
査
方
法

　

消
防
職
員
が
直
接
訪
問
し
ま
す
。

▼
調
査
期
間

　

４
月
１
日
（
月
）
か
ら
調
査
終

了
ま
で

▼
調
査
世
帯

　

無
作
為
抽
出
の
30
世
帯

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

上
益
城
消
防
本
部
予
防
指
導
課

　
TEL
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
９
６
３

　

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部
で

は
、
各
種
自
衛
官
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

▼
募
集
項
目
お
よ
び
資
格

●
幹
部
候
補
生

•

大
卒
程
度

　

22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
者
（
20

歳
以
上
22
歳
未
満
の
者
は
大
卒

（
見
込
含
）、
修
士
課
程
修
了
者
な

等
（
見
込
含
）
は
28
歳
未
満
の

者
）

•

院
卒
者

　

20
歳
以
上
28
歳
未
満
の
者
（
修

士
課
程
修
了
者
等
（
見
込
含
））

•

歯
科
・
薬
剤
科

　

専
門
の
大
卒
（
見
込
含
）
20
歳

以
上
30
歳
未
満
の
者
（
薬
剤
科
は

20
歳
以
上
28
歳
未
満
の
者
）

●
医
科
・
歯
科
幹
部

　

医
師
・
歯
科
医
師
の
免
許
取
得

者●
一
般
曹
候
補
生

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者 

●
自
衛
官
候
補
生

　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

▼
受
付
期
間

●
幹
部
候
補
生

　

５
月
１
日
（
水
）
ま
で

●
医
科
・
歯
科
幹
部

・
４
月
19
日
（
金
）
ま
で

・
10
月
1
日
（
火
）
〜
31
日
（
木
）

●
一
般
曹
候
補
生

　

５
月
15
日
（
水
）
ま
で

●
自
衛
官
候
補
生

　

年
間
を
通
じ
随
時

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

自
衛
隊
熊
本
地
方
協
力
本
部

　

宇
城
募
集
案
内
所

　
TEL
０
９
６
４
‐
２
３
‐
２
０
４
７

　

近
年
、
都
市
の
繁
華
街
を
中
心
に

女
子
高
生
な
ど
に
よ
る
マ
ッ
サ
ー
ジ
、

会
話
や
ゲ
ー
ム
を
楽
し
ま
せ
る
な
ど

の
接
客
サ
ー
ビ
ス
を
売
り
物
と
す
る

営
業
が
見
ら
れ
、「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

一
見
す
る
と
問
題
の
な
い
ア
ル
バ

イ
ト
先
に
見
え
る
場
合
で
も
、
女
子

高
生
な
ど
が
客
か
ら
児
童
買
春
な
ど

の
被
害
に
遭
う
な
ど
の
ケ
ー
ス
が
目

立
っ
て
お
り
、
安
易
に
働
く
こ
と
は

と
て
も
危
険
で
す
。

　
「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
は
手
軽
な

ア
ル
バ
イ
ト
で
は
な
く
、
危
険
な

ア
ル
バ
イ
ト
で
す
。
絶
対
に
働
い

て
は
い
け
ま
せ
ん
。

▼
ト
ラ
ブ
ル
に
遭
っ
た
際
は

・
警
察
安
全
相
談
専
用
電
話

　
TEL
＃
９
１
１
０

※
ま
た
は
、
最
寄
の
警
察
署
ま
で
ご

　

相
談
く
だ
さ
い
。

●
ス
マ
ホ
の
約
束
６
か
条

・
会
わ
な
い
で
！
（
知
ら
な
い
人
と
）

・
撮
ら
な
い
で
！
（
自
分
の
裸
を
）

・
画
像
を
送
ら
な
い
で
！

・
個
人
情
報
を
載
せ
な
い
で
！

・
悪
口
を
書
き
込
ま
な
い
で
！

・
い
じ
め
な
い
で
！
（
ネ
ッ
ト
を

　

使
っ
て
）

▼
お
問
い
合
わ
せ
先

　

御
船
地
区
防
犯
協
会
連
合
会

　
（
御
船
警
察
署
内
）

　
TEL
０
９
６
‐
２
８
２
‐
１
１
１
０

ご支援ありがとうございました

ふるさと甲佐
応援寄附金

　■お問い合わせ先

TEL

ｃ
く
ら
し
安
全

「
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
」
は
絶
対
に

働
い
て
は
い
け
ま
せ
ん

町生涯学習センター・ギャラリーモール展示のお知らせ　～４月～
 Event

　町教育委員会社会教育課　 TEL 096-234-2447

平
成
31
年
度
自
衛
官

募

集

の

お

知

ら

せ

▼

３
月
の
「
復
興
が
教
え
て
く
れ

　

る
！
地
域
の
歴
史
」
パ
ネ
ル
展

「 」こうさんもん No.14

▶ TEL

▶

「 」こうさんもん No.13

　▶ TEL

ｒ
募
集

▶期　　間　４月 20 日（土）～５月 10 日（金）
▶展示作品　水彩画、水墨画、書道
※パッチワーク、手編み教室の展示は

　4月 20 日（土）午前中のみ

▶

・奥野　正一様　石川県

・佐藤　康祐様　東京都

・福永　長典様　千葉県

・西山　公浩様　東京都

▶
円

　　　　（2月28日現在）
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